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Ⅲ 地理空間情報サービス産業発展のための前提条件の実現
地理空間情報サービスが大きく発展するためには、これまで地理空間情報の供

給側からの発想が強かったが、Ⅰ－１に示したように一般ユーザや企業ユーザに

とって分りやすく使いやすいことが必要である。このような地理空間情報を実現す

るためには、以下の前提条件の解決が必要となる。

Ⅲ－１ 地理空間情報が流通する基盤の整備

地理空間情報流通のためのベースとなる地理情報データベースの標準化や地

理空間情報へシームレスにアクセスできる基盤整備等が行われていることが前提

条件となる。

信頼性の高い情報が安定的に享受できる体制が整備されることで、新しい産

業・サービスの創出や、行政に必要な地図データの一元的整備、豪雨時の洪水シ

ミュレーションなどが可能になるなど地理空間情報が情報社会の一層の進展をも

たらすことが想定される。

地理空間情報が流通する基盤の整備のためには、以下のような課題の解決が

望まれる。

� 現状の航空写真や二次元の地図のような平面的な表現ばかりでなく、高さ

情報も加えたリアルに近い立体的な表現を行なうとともに、実世界の時間変

化を正確に捉えるために、情報更新時刻等も加えた四次元の地理空間情

報の整備に変化させていくこと

� 地理空間情報を活用したサービスの基盤となるプローブ情報や付加価値情

報、ＰＯＩコンテンツに係るデータ形式の標準化

� 座標が付与された住所（緯度経度と地番など）や座標が付与された公共施

設に関する情報（建物形状、間取りなど）整備

� インターネット等を通じて、地方公共団体のシステム間や一般利用者の端

末との間でデータを送信する際の共通フォーマット

� 省庁毎の取組み（既存の計画等や気象庁の防災気象情報）の相互情報流

通を円滑化するため、規格統一等

� 利用頻度が高い公共施設や交差点、町字等について、共通のコード体系

� 地方自治体が保有する測量成果について相互利用を促進すること

� 行政コストの低減の観点から行政内部の情報の共有化を進めるとともに、民

間に利用しやすい形式で公開したり、調達しやすくすること等

� 民間の測量成果等を品質の管理された公共測量成果と同等のものとして扱

えるようにし、法定図書や基盤地図情報などへ利用拡大する方策

� 地理空間情報の精度を決定する大きな要因である基準点の精度について

は、国の管理するものは、地殻変動等の経年変化を是正しているが、地方
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自治体が管理する公共基準点におけるずれも、先進的な自治体の取組を

参考にしながら、同程度の対応が行えるような仕組みを作ること

� 住所や建物の位置情報のＪＩＳ化や四次元情報（三次元座標＋時間情報）を

ベースとした情報を付加することの標準化の検討

� 安心して地理空間情報をサービスに活用するためには、その品質や構造が

一定のルールで正しく記述されている必要があるため、ＪＩＳ規格に準じた認

証や登録制度の整備が不可欠。さらに、ＪＩＳ規格に準じた地理空間情報を

誰もが作成することができるようにするために技術支援の体制整備

� 地理空間情報の鮮度向上のため、高精度の位置情報把握技術や三次元

電子地図を活用して公共施設等の改変後の位置情報等を迅速に活用でき

るための環境整備の検討
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Ⅲ－２ 地理空間情報の生活や産業への浸透と高度な利用

地域や企業における地理空間情報そのものの認知度や有用性の理解の向上を

図られていなければならない。そのためには国や地方公共団体において普及啓

発活動等を積極的に行なうべきである。更なる利用拡大に繋げるために、企業へ

の導入の促進が行なわれ、生活、地域における利用、ＩＴＳ利用などによる環境負

荷削減やロボット利用による物流効率化などの産業利用、行政サービス等へ様々

な領域へ浸透してなければならない。

特に、自治体などが整備した地図情報を、国民の利便性を高めることを目的に

公開していくことにより、民間企業も地図情報の提供を受けることにより、全国から

ローカルコンテンツを発掘することができるようになり、商用サービスなどで利用で

きるようになることも期待される。

地域の観光資源
名産品、特産品、生産者、

自然、イベント

地域住民、現地企業の
地理空間情報の活用

地域住民（生産者、イベント運営者）や
現地企業が有する地理空間情報（地図、名産品、特産品、動画等）の自由なアップロード

都心や他地域に
住む観光客

地理空間情報を活用した直接的アプローチ地理空間情報を活用した直接的アプローチ

地方自治体から
２５００分の１の

地図を提供

衛星測位（ＧＰＳ等）を活用した位置情報や国や自治体が
保有する地図情報の提供

現地の位置情報を使って直接移動し、体験することができる
現地の位置情報を使って直接移動し、体験することができる

観光客の増大による地域
経済の活性化

観光客の増大による地域
経済の活性化

地域住民が利用する
ネットワークへの有効活用

地域活性型ソーシャルメディア構築
ＹｏｕＴｕｂｅ型

Ｗｅｂ２．０

 
（図３４ 地域活性化に資する利用の促進イメージ図）

地理空間情報の生活や産業への浸透と高度な利用の実現のためには、以下の

ような課題の解決が望まれる。

� 地理空間情報活用による業務コスト削減効果や環境負荷の削減効果のコスト

メリットなどを有するビジネスモデルに対する理解度を高めること

� 地理空間情報を活用した地域等における実証事業等により、官民連携による

効率的な地理空間情報の更新・情報収集体制の検討
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� 地理空間情報を利用するオープンプラットフォームの構築の検討

� 地理空間情報を活用した業務システム構築のための技術者、コンサルタント

等の人材育成

� 海外からの旅行者等からも識別しやすい、外国語による表記や共通的なアイ

コンを用いて直感的な操作を支援するツール構築

� 人物、建物、車等の画像や、地番や地籍、地価を含む地理空間情報や位置

情報等について本人にフィードバックする仕組みに関する検討
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Ⅲ－３ 衛星測位等からの位置情報を活用できる環境の整備

駅や空港などの公的空間をはじめとして、屋内位置情報を活用できる環境や集

積された個人の位置情報の活用ルールなどが整備されていることが前提条件とな

る。

図書館や公園、駅などの公的空間における敷地内通路や建物内通路などにお

いては、国・自治体が保有するＣＡＤによる当該施設の設計情報を電子化し、公開

することで、高さを含めた位置情報が把握できるようになるとともに、センサー測位

等の技術を活用し、電動カートなどの自動・自律誘導により目的地に到達するよう

なサービスが想定される。

（図３５ 屋内・屋外シームレス測位によるサービス提供）

衛星測位等からの位置情報を活用できる環境整備のためには、以下のような課

題の解決が望まれる。

� 様々な測位情報を利用できるコグニティブ無線の技術を応用した測位デバイ

スの開発の中で、ID を与えると位置・時刻が 得られ、位置・時刻を与えると

IDが得られる環境を実現するための技術（測位技術・マッピング技術、異なる
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位置参照系を登録し、互いの関係を正しく参照できるようにする統合技術、

分散的に存在する ID や位置・時刻を横断的に検索する技術、ID や位置・時

刻の開示を制御する技術など）開発

� 公共的な空間・施設において屋内・屋外を意識せずに位置を知ることのでき

る環境の整備（タグ整備、地図整備など）や、当該利用の問題点等のモデル

的な検証

� 地理空間情報は、精度と鮮度はトレードオフの関係にあり、利用シーンに応じ

た要求レベルの見極めの検討。

� 複数の地理空間情報を重ね合わせても、特定の個人が識別されないようにす

るなど、個人情報を秘匿する技術開発や、一方で、個人の活動履歴を本人

が一元的に管理し、健康管理など自らのために有効利用できる技術の開発

や制度環境の整備の検討

� 今後の衛星測位情報の精度向上が予想されるため、精度の高い衛星測位

技術の民間ビジネスへの利活用を目指した検討
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Ⅳ 地理空間情報サービス産業の発展に向けた将来ビジョン
国や自治体は様々な行政目的のために地理空間情報を整備している。また民間事

業者も一般利用者や自治体産業サービスのために地理空間情報を整備している。

特に、Web２．０7時代においては、供給側と最終消費者が渾然一体化して、個人や

ＮＰＯなどのプロシューマー8的なコンテンツ制作が進展しており、誰もがインターネット

上のデータベースに地理空間情報の提供主体となりうる状況が到来する。

様々な提供主体による地理空間情報の流通により、地理的に恵まれない立地条件

の下でも、脚光を浴びることによりビジネスモデルが成立する可能性があると共に、例

えば、観光地において過剰な案内看板が景観を損なうようなことを抑制することにも繋

がる。このことは地理空間情報が都市空間を再構築する可能性を示している。

（図３６ 産学官や多様な主体による有機的な連携イメージ図） 

上記図のような、多様な地理空間情報の整備主体や利用主体が連携、参加するこ

7 これまで情報の受け手であったユーザが情報の発信者へとシフトし、インターネットの世界ではユーザ

参加型のモデルが広まってきている。また情報の発信者が増えたことで、「コラボレーションによって、よ

り有益な情報が生み出される」という次世代 Web の現象を総称して Web2.0 と呼んでいる。
8 プロシューマー・・・消費者（consumer）と生産者（producer）を組み合わせた造語で

あり、消費者が生産に加わることをいう。インターネットの普及により身近になり、マー

ケティングの新しい手法としても注目されている。

行政サービスへ
の活用

生活・産業への浸透

技術の発展

大学、研究機関 産業界

国、地方自治体

多様な主体
の連携・参加

国や自治体と民間企業等が地理空間情報や衛星測位の活用に向け連携（平常時・緊急時）

個人
ＮＰＯ

プロシューマー

Ｗｅｂ２．０時代

コンテンツの増大

関係者の役割分担・推進体制を明確化すること（例：準天頂衛星の運用主体や測位
信号の利用者など）が必要。
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とにより、オープンで便利な地理空間情報を活用した行政サービス、産業サービス、

生活・暮らし、安心安全なサービスなど、地理空間情報の活用がより深化をし、そのよ

うな環境が整備されることで地理空間情報サービスはさらなる発展をすることが予想さ

れる。これらの関係者の有機的な連携が必要であるが、一方、前に述べたように、ビジ

ネスモデル判断に際しては関係者の役割分担・推進体制を明確にすることが必要で

ある。地理空間情報の鮮度を持続的に維持するためにも、民間の測量成果をさらに公

共の法定図書（台帳等）や基盤地図に生かすかを考えて、そのための役割分担のル

ール整備が必要である。

関係者の連携と役割分担が適切になされることを前提に、以下、３つの将来ビジョン

を示すとともに、将来ビジョン実現の為の政策パッケージについて言及する。
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Ⅳ－１ ２０１３年までに誰もが地理空間情報を利用できる社会に

地理空間情報へシームレスにアクセスできる基盤の整備により、データの質が高く

検索しやすい地理情報データベース構築のためのルール整備、そして地図情報から

地理空間情報が体系化された社会へ

２０１３年においては、

� 地理空間情報に係る標準化がなされ、３次元の立体位置と鮮度を表す情報更新

時刻で表現された地理情報データベースが構築

� 当該地理空間情報データベースに、標準化された地理空間情報が体系的に整

備されていることによって、多くの関連サービスの提供事業が出現

� この地理情報データベースを円滑に活用するための地理空間情報検索エンジン

が開発されて、

� 民間事業者が作成した地理空間情報の利活用が拡大している

ことが期待される。

地理空間情報へシームレスにアクセスできる基盤の整備
検索、登録プラットフォーム、標準化、官民連携

地理空間情報と衛星測位の連携 データの質が高く検索しやすい地理情報
データベース構築のためのルール整備

地理情報DB

ＪＩＳに準拠した地理
情報DB

アプリケーション
インターフェース（API）

の公開

アプリケーション
インターフェース（API）

の公開

Bコンテンツ
プロバイダ

地理識別子 座標
地理識別子 座標

地理識別子 座標＋時間情報

●●町1丁目 （a，b. c）

●●町2丁目 （X，Y.  Z）

C観光ポータル

地理識別子 座標＋時間情報

□□ﾚｽﾄﾗﾝ （a，b, c） +更新時刻

△△店 （x，y, z） +更新時刻

A市役所

各事業者が保有する地理空間情報
を連携・活用

インターネット

○住所・建物等の標準化（JISコード化）

現在、JISコードは、県、市区町村までとなっているが、
地番、号までの住所や建物、施設等のJISコード化を推進。

利用者

住所や建物等
に関する情報を
共有・活用

地図A 地図B 地図C
デジタル情報家電（ＰＣ）デジタル情報家電（ＰＣ）携帯電話携帯電話 カーナビカーナビ

地理識別子 座標＋時間情報

○○△道路 （a，b ,c）+更新時刻

×× □橋 （X，Y, Z） +更新時刻

ＰＩ（Place Identifier）情報

へ３次元座標データ付加

ＰＩ（Place Identifier）情報
へ３次元座標データ付加

モデルサービス群携帯端末歩行者案内サービス携帯端末歩行者案内サービス タクシー・物流業サービスタクシー・物流業サービスリアルタイム配信カーナビリアルタイム配信カーナビ

JIS規格等に準じた

行政や民間企業
が保有する地理空
間情報の認証○プラット

フォーム機能

建物や施設等
の地理空間情報
の所在やAPIなど
を登録・管理し、
それら情報を提
供するプラット
フォームの構築

モデルサービス群携帯端末歩行者案内サービス携帯端末歩行者案内サービス タクシー・物流業サービスタクシー・物流業サービスリアルタイム配信カーナビリアルタイム配信カーナビ 地域住民支援サービス地域住民支援サービス

○地理情報の検索キーのルール化

地理情報検索キーとして、世界測
地系に基づく三次元座標+情報更新
時刻情報を加えた四次元情報を活用

○新規建築物等のデータ標準化

地理情報データベースへの登録を念頭
に、新規建築物等のCAD情報等のデータ
標準化を検討

地理空間情報流通基盤

（図３７ 整備すべき地理空間情報流通基盤）
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Ⅳ－２ ２０１３年までに地理空間情報が課題解決に役立つと評

価される社会に

地理空間情報コンテンツの利用促進はもとより、生活や暮らし、産業、行政等への浸

透を図り、地理空間情報が課題解決に役立つと評される社会へ

２０１３年においては、現在と比較して、地理空間情報コンテンツの利用拡大、質的

向上が見られ、これによって

� 地理空間情報を活用した経営支援や行動支援等の進展

� 地理空間情報を活用した物流・業務の効率化、エネルギー消費の効率化

� 携帯電話等を用いた地理空間情報サービスがさらに高度化し、インテリジェンス

化したホームエレクトロニクスと結びついたサービスが実現

� 地理空間情報に結びついた情報家電が多く発売され、関連製品を含めて、地理

空間情報サービス産業はさらに発展

� 地理空間情報を活用した地域活性化に向けた取組みの拡大

� 地理空間情報を活用した安心安全な社会の実現

が期待される。

（図３８ 普段の生活における地理空間情報サービスの活用イメージ図）
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Ⅳ－３ ２０１３年までに地理空間情報に安心感や親しみ、楽しさ

を感じられる社会に

屋外・屋外のシームレスな位置情報サービスが導入され普及拡大すること等によっ

て、いつでもどこでも地理空間情報を利用できる社会へ

２０１３年においては、

� 特定の駅や市役所、映画館などにおいて、屋外・屋内のシームレスな位置情報が

活用できるようなサービスが開始

� このサービスを担うデバイスなどは導入初期のため、まだまだ発展の余地が残っ

ており、関連民間企業は技術開発に注力

� 公的空間における個人の位置情報データ活用のルール化が進み、公共的利用

の取組みが開始

� 特に、人流データや行動履歴、様々な情報発信によって、都市空間の再構成な

どが起きている

� 官公が提供する防災情報に加えて、民間事業者が企業等に対して防災情報を提

供するサービスが行なわれるようになる

� Ｗｅｂ２．０時代における地理空間情報の権利関係（著作権等）に関する制度的課

題の検討が行われている

ことが期待される。

（図３９ いつでもどこでも地理空間情報を利用できる環境整備）
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おわりに 将来ビジョンの実現に向けた政策パッケージの策定
地理空間情報は、高齢者や子供の行動支援、生活空間に連動した情報による人と

物を結びつけることや、災害時の避難経路、安心安全、施設管理の効率化などの利

用者の視点を取り入れることにより、将来の課題解決にも地理空間情報が役立つこと

は明らかである。

また、地理空間情報を活用する地理空間情報サービス産業は、Ⅱ章で見たように、

今後成長が期待される産業であることから、Ⅲ章で示した産業発展のための前提条件

を政策的に実現していくことは、有意義である。さらにこれらの政策は、地理空間情報

分野という新たな産業の競争力を高めていくことにも資するものである。

今後、2013 年までに、地理空間情報が課題解決に役立つと評価され、誰もが地理

空間情報を利用できる社会が実現し、これらを支える地理空間情報サービス等が発展

するという将来ビジョンを実現するためには、地理空間情報の利用の高度化や流通基

盤の整備、利用環境の整備などを実現可能な政策パッケージの策定・実行が求めら

れる。

人と物を結びつける

高齢者や子供
の行動支援

交通渋滞
事故の削減

行動履歴を活用した
マーケティング

生活空間に連動
した情報

災害時の
避難経路

利用者の視点を取り入れる

児童の安心・
安全

行政手続の
ワンストップ化

施設管理の
効率化

犯罪発生の
マッピング

コンテンツサー
ビスの拡充

２０１３年へ向けた将来課題（アンケート調査から抽出）

ＩＴＳへの利用
促進

産業利用の高度化

物流トレーサビ
リティー

農業分野への
応用

屋内測位サー
ビスの促進

地理空間情報の利活用が将来課題の解決に寄与する

地理空間情報へシームレスにアクセスでき
る基盤の整備

検索、登録プラットフォーム、標準化、官
民連携

地理空間情報と衛星測位の連携

データの質が高く検索しやすい地理情報
データベース構築のためのルール整備

流通基盤の整備利用の高度化

生活や暮らし、産業、行政等への浸透
経営支援、行動支援、電子自治体等

地理空間情報コンテンツの利用促進

環境負荷削減・業務の効率化

地域活性化に資する利用の促進

利用環境の整備

個人情報を含むデータを秘匿する技術

２０１３年までに地理空間情報が
課題解決に役立つと評価される社会に

２０１３年までに地理空間情報に安心感
を持つ社会に

２０１３年までに誰もが地理空間情報を
利用できる社会に

政策パッケージ②
シームレスな地理空間情報基盤の整備

政策パッケージ①
社会の課題解決に地理空間情報を利活用

政策パッケージ③
地理空間情報の利用環境の整備

地図情報から地理空間情報へ利用者の視点による課題解決へ いつどこでも利用できる環境整備へ

地理空間情報サービスに結びついたデ
バイスの発展

屋内・屋外のシームレスな地理空間情
報の把握

（図４０ 将来ビジョンの実現に向けた政策パッケージのイメージ図）
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